
漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業費
うち効率的・安定的沿岸漁業促進事業（継続）

１ 趣 旨

水産基本計画に併せて定められた漁業の生産構造と経営展望においては、継続的に漁業活動
を担い得る効率的かつ安定的な沿岸漁業経営体数を平成29年までに、平成15年より1万多い2.5
万経営体を目指す旨を展望している。

このため、漁業者の能力を向上させるとともに漁業者による自主的な経営改善の取組を促進
することにより、漁業の将来を担う人材の育成・確保を図ることとする。

２ 事業内容

○ 効率的・安定的沿岸漁業促進事業

(1) 効率的・安定的沿岸漁業促進指導調査事業 （定額）
漁業を取り巻く状況に的確に対応できるよう担い手の能力を高めるため、青年・女性漁業

者を対象に漁業技術、経営管理等の研修及び優良活動の普及と活動の高度化を図るための情
報提供を行う。
(2) 沿岸漁業者経営改善促進グループ等取組支援事業 （１／２以内）

沿岸漁業者・漁村女性グループが行う経営改善を図るための取組を支援する。

３ 事業実施主体 民間団体等
４ 事業実施期間 平成２０年度～２４年度
５ 平成２４年度概算決定額（前年度予算額）

５６，１４６千円（７０，１８２千円）
６ 補助率 定額 ・ １／２以内
７ 担当課 水産庁研究指導課 ０３－６７４４－２３７４（直）

効率的・安定的な沿岸漁業 国
経営体の育成・確保

自主的な取組を総合的に支援

ステップ１ 民間団体

青年・女性グループ活動の促進 ○資源・技術・経営管理等に関する研修会の開催
○優良活動の普及と活動高度化のための全国青年・女性

漁業者交流大会の開催
ステップ２

○優良経営体による漁業技術、水産加工に関する取組
漁業共同改善計画の策定・情報提供 等、経営改善に資する情報提供

○法人化等の経営のステップアップのための経営診断相
談窓口の設置

ステップ３
○効率的・安定的な沿岸漁業促進のための取組分析、指

計画に基づく経営改善の取組支援 導調査

漁業者グループ

○次のグループが行う経営改善等の取組みを支援
・沿岸漁業者経営改善促進グループ
(3経営体10人以上、3年以内に法人化を計画等)
(2経営体5人以上、3年以内に中小企業者と連携を計画
等）

･漁村女性起業化グループ
(10人以上、うち1/2以上が漁協女性部員等）


